


お母
かあ

さんに

なるための

準
じゅんび

備

赤
あか

ちゃんと

お母
かあ

さんの

健
けんこう

康のために

赤
あか

ちゃんが

生
う

まれてから

すること

子
こ

どもを

地
ち い き

域の  中
なか

で

育
そだ

てます

赤
あか

ちゃんを

産
う

む  ところを  探
さが

す

母
ぼしけんこうてちょう

子健康手帳

（母
ぼしてちょう

子手帳）を  もらう

小
しょうがっこう

学校に  入
はい

るための

準
じゅんび

備

保
ほいくえん

育園  入
にゅうえん

園

乳
にゅうようじけんしん

幼児健診

予
よぼうせっしゅ

防接種・

赤
あか

ちゃんの病
びょういん

院を

決
き

めます

赤
あか

ちゃんと

お母
かあ

さんを

訪
ほうもん

問します

一
いっかげつけんしん

か月健診

児
じどうてあて

童手当

出
しゅっせいれんらくひょう

生連絡票子
こ

どもの  病
びょういん

院に

かかる  お金
かね

について （赤
あか

ちゃんが  生
う

まれたことを

  知
し

らせる  はがき）

※ ⑩に必
ひつよう

要な  書
しょるい

類の  準
じゅんび

備  も  します

出
しゅっしょうとどけ

生届

または

幼
ようちえん

稚園・こども園
えん

  入
にゅうえん

園

子
こそだ

育て支
しえん

援センター

など

お母
かあ

さん

（お父
とう

さん & お母
かあ

さん）

のための  教
きょうしつ

室に  参
さんか

加
入
にゅういん

院・分
ぶんべん

娩
出
しゅっさんいくじいちじきん

産育児一時金の

手
てつづ

続き

外国人住民のための

子育てチャート

がいこくじんじゅうみん

こ そ だ

にんしん しょうがっこうにゅうがくしゅっさん

～妊娠・出産から小学校入学まで～

大
たいしかん

使館／入
にゅうこくかんりきょく

国管理局

での  手
てつづ

続き

やさしい日
に ほ ん ご

本語
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お母
かあ

さんになるための　準
じゅんび

備 赤
あか

ちゃんと　お母
かあ

さんの　健
けんこう

康のために

子
こ

どもを　地
ち い き

域の　中
なか

で　育
そだ

てます赤
あか

ちゃんが　生
う

まれてから　すること

妊
にんしん

娠から　出
しゅっさん

産まで　何
なに

を　するか、確
かくにん

認しましょう。

赤
あか

ちゃんが　生
う

まれてから、色
いろいろ

々な　手
て つ づ

続きを　します。

赤
あか

ちゃんと　お母
かあ

さんが　元
げ ん き

気か　見
み

ます。

子
こ

どもが　小
しょうがっこう

学校に　入
はい

るまでに　地
ち い き

域で　過
す

ごします。

1

6

7

8

9

10

2

3

4

5

赤
あか

ちゃんを　産
う

む　ところを　探
さが

す

出
しゅっしょうとどけ

生届

子
こ

どもの　病
びょういん

院に　かかる　お金
かね

について

児
じ ど う て あ て

童手当

出
しゅっせいれんらくひょう

生連絡票
（赤

あか

ちゃんが　生
う

まれたことを　知
し

らせる　はがき）

大
た い し か ん

使館／入
にゅうこくかんりきょく

国管理局での　手
て つ づ

続き

出
しゅっさんいくじいちじきん

産育児一時金の　手
て つ づ

続き 一
いっかげつけんしん

か月健診

赤
あか

ちゃんとお母
かあ

さんを　訪
ほうもん

問します

予
よぼうせっしゅ

防接種・赤
あか

ちゃんの病
びょういん

院を　決
き

めます

乳
にゅうようじけんしん

幼児健診

子
こ そ だ

育て支
し え ん

援センターなど

保
ほ い く え ん

育園　入
にゅうえん

園

幼
ようちえん

稚園・こども園
えん

　入
にゅうえん

園

小
しょうがっこう

学校に　入
はい

るための　準
じゅんび

備

お母
かあ

さん（お父
とう

さん＆お母
かあ

さん）のための
教
きょうしつ

室に　参
さ ん か

加

入
にゅういん

院・分
ぶんべん

娩

母
ぼしけんこうてちょう

子健康手帳（母
ぼ し て ち ょ う

子手帳）を　もらう

11

12

13

14

15

16

17

18

６～９は　役
やくしょ

所で　一
いちど

度に　して　ください。

赤
あか

ちゃんの　健
けんこうほけん

康保険

日
に ほ ん

本では 分
ぶんべん

娩ができる 病
びょういん

院などで　赤
あか

ちゃんを　産
う

みます。

妊
にんしん

娠が　わかったら、すぐに　分
ぶんべん

娩の　予
よやく

約を　して　ください。

どこで　出
しゅっさん

産するか、役
やくしょ

所で　相
そうだん

談することが　できます。

赤
あか

ちゃんが　生
う

まれてから　14日
か

までに　役
やくしょ

所に　「出
しゅっしょうとどけ

生届」

を　出
だ

して　ください。

例
れい

）1 月
がつ

1
ついたち

日に生
う

まれたときは　1 月
がつ

14 日
か

までに　出
だ

して　

ください。

●入
にゅうこくかんりきょく

国管理局で　赤
あか

ちゃんの　在
ざいりゅうきょか

留許可の　手
て つ づ

続きを　します。

　赤
あか

ちゃんが　生
う

まれてから　30日
にち

までに　します。

　例
れい

）1 月
がつ

1
ついたち

日に生
う

まれたときは、1 月
がつ

30日
にち

までに　出
だ

して
　　　ください。

●大
たいしかん

使館（領
りょうじかん

事館）で　赤
あか

ちゃんの　国
こくせき

籍の　手
てつづ

続きを　します。

「出
しゅっせいれんらくひょう

生連絡票」は　役
やくしょ

所が　赤
あか

ちゃんのいる　場
ば し ょ

所を　知
し

るため

に　使
つか

います。

出
しゅっせいれんらくひょう

生連絡票は　母
ぼしけんこうてちょう

子健康手帳と　一
いっしょ

緒に　もらいます。赤
あか

ちゃん

が　生
う

まれたら　書
か

いて、役
やくしょ

所に　出
だ

して　ください。

入
にゅうこくかんりきょく

国管理局で　手
て つ づ

続きを　するとき　「出
しゅっしょうとどけじゅりしょうめいしょ

生届受理証明書」と

「住
じゅうみんひょう

民票」（赤
あか

ちゃんを　含
ふく

む）が　いります。役
やくしょ

所で　もらいます。

「小
しょうにいりょうしょう

児医療証」が　あれば、子
こ

どもの　病
びょういん

院の　お金
かね

が　無
むりょう

料

（￥０）に　なります。役
やくしょ

所に　申
もう

し込
こ

んで　ください。住
す

む　

市
し

や町
まち

によって　決
き

まりが　違
ちが

います。必
かなら

ず　役
やくしょ

所で　聞
き

いて　

ください。

赤
あか

ち ゃ ん の　 保
ほけんしょう

険 証 の　 手
て つ づ

続 き を　 し ま す。 お 父
とう

さ ん

や　お母
かあ

さんと　同
おな

じ　保
ほ け ん

険に　します。国
こくみんけんこうほけん

民健康保険は

役
やくしょ

所で　手
て つ づ

続きを　します。（社
しゃかいほけん

会保険は　会
かいしゃ

社で　手
て つ づ

続きを　

します）

日
に ほ ん

本で　出
しゅっさん

産するとき　50万
まんえん

円くらい　いります。健
けんこうほけん

康保険に

入
はい

っている人
ひと

は「出
しゅっさんいくじいちじきん

産育児一時金」（50万
まんえん

円※）を　もら

うことが　できます。赤
あか

ちゃんを　産
う

むまえに　病
びょういん

院で　手
てつづ

続き　

して　ください。　※ 2023年
ねん

4 月
がつ

現
げんざい

在

赤
あか

ちゃんを　産
う

んだ病
びょういん

院で　赤
あか

ちゃんと　お母
かあ

さんが　元
げ ん き

気か　

見
み

ます。

赤
あか

ちゃんは　生
う

まれて　2 か月
げつ

から　予
よぼうせっしゅ

防接種を　受
う

けます。

役
やくしょ

所からの　予
よぼうせっしゅよしんひょう

防接種予診票（接
せっしゅけん

種券）を　使
つか

います。

そして、赤
あか

ちゃんの　病
びょういん

院を　決
き

めます。夜
よる

と　休
やす

みの日
ひ

に　

開
ひら

いている病
びょういん

院も　調
しら

べます。

小
しょうがっこう

学校に　入
はい

る前
まえ

の　子
こ

どもが　遊
あそ

べます。子
こ

どもと　お父
とう

さ

んと　お母
かあ

さんの　相
そうだん

談が　できます。

小
しょうがっこう

学校に　入
はい

る前
まえ

に　小
しょうがっこう

学校の　「就
しゅうがくあんない

学案内」が　家
いえ

に　届
とど

きま

す。役
やくしょ

所などへ　行
い

って、　入
にゅうがく

学の　手
て つ づ

続きを　して　ください。

届
とど

かない人
ひと

は　役
やくしょ

所で　聞
き

きます。

子
こ

どもが　日
にほんこくせき

本国籍の　ときは、小
しょうがっこう

学校の　「就
しゅうがくつうち

学通知」が　家
いえ

に　届
とど

きます。

小
しょうがっこう

学校に　入
はい

る前
まえ

の　健
けんこうしんだん

康診断や　説
せつめいかい

明会には、必
かなら

ず　行
い

きます。
お父

とう

さんと　お母
かあ

さんが　仕
しごと

事などで　忙
いそが

しいときは　「保
ほいくえん

育園」

に　子
こ

どもを　預
あず

けます。　保
ほいくえん

育園に　預
あず

けたいときは　役
やくしょ

所で　

相
そうだん

談します。早
はや

めに　相
そうだん

談します。払
はら

う　お金
かね

は　給
きゅうりょう

料によって　

変
か

わります。

3 歳
さい

から「幼
ようちえん

稚園」に　通
かよ

うことが　できます。

小
しょうがっこう

学校に　入
はい

る前
まえ

に　たくさんの　子
こ

どもと　いっしょに　生
せいかつ

活

することが　できます。

認
にんてい

定こども園
えん

が　ある　まちも　あります。役
やくしょ

所で　聞
き

いて　

ください。

役
やくしょ

所から　「乳
にゅうようじけんしん

幼児健診」の　手
て が み

紙が　届
とど

きます。必
かなら

ず　乳
にゅうようじ

幼児

健
けんしん

診を　受
う

けます。

乳
にゅうようじけんしん

幼児健診は　①～④のとき　受
う

けます。

① 0 歳
さい

4 か月
げつ

② 0 歳
さい

8 ～ 10 か月
げつ

（この健
けんしん

診を　しない　ところも　あります）

③ 1 歳
さい

6 か月
げつ

④ 3 歳
さい

（または 3 歳
さい

6 か月
げつ

健
けんしん

診）

赤
あか

ちゃんが　生
う

まれて　4ヶ
か げ つ

月くらいに、役
やくしょ

所の　人
ひと

（保
ほ け ん し

健師

など）が 　あなたの家
いえ

へ　行
い

きます。そして、赤
あか

ちゃんと　お

母
かあ

さんが　元
げ ん き

気か　見
み

ます。お母
かあ

さんから　困
こま

っていることを　

聞
き

きます。
出
しゅっさん

産・育
い く じ

児について　教
おし

えて　もらいます。この教
きょうしつ

室は　病
びょういん

院

や　役
やくしょ

所が　します。

日
に ほ ん

本では　病
びょういん

院に　5 日
か

くらい　入
にゅういん

院します。入
にゅういん

院のときに　何
なに

が　いるか、病
びょういん

院で　聞
き

きます。そして、赤
あか

ちゃんが　産
う

まれる

とき、どうやって　病
びょういん

院へ　行
い

くか、調
しら

べておいて　ください。

あなたと　赤
あか

ちゃんが　入
にゅういん

院しているとき、赤
あか

ちゃんの体
からだ

を検
けんさ

査

します。（あかちゃんの　耳
みみ

の検
けんさ

査は、病
びょういん

院に　「検
けんさ

査したいです」

と　伝
つた

えます。）

＜支援者の皆さんへ＞

　このチャートは出産・子育てに関わる支援者と外国人保護者との円滑なコミュニケーションの
手助けになればと作成しました。手続きやサービス利用の確認にご活用ください。

外
がいこくみんじゅうみん

国人住民のための子
こそだ

育て支
しえん

援サイト

http://www.kifjp.org/child

外
が い こ く ご

国語（10言
げ ん ご

語）は

ここを  見
み

ます。

やさしい日
に ほ ん ご

本語

妊
にんしんちゅう

娠中に　健
けんしん

診が　あります。必
かなら

ず　受
う

けて　ください。

医
い し ゃ

者におなかの中
なか

の赤ちゃんの心
しんぞう

臓の音
おと

をきいてもらいます。

そして、役
やくしょ

所に妊
にんしんとどけ

娠届を出します。役
やくしょ

所で　「母
ぼしけんこうてちょう

子健康手帳」を　

もらって　ください。この手
てちょう

帳に　お母
かあ

さんと　子
こ

どもの　健
けんこう

康

について　色
いろいろ

々　記
きろく

録します。この手
てちょう

帳は　大
たいせつ

切です。捨
す

てない

で　ください。妊
にんぷけんしんほじょけん

婦健診補助券（このチケットは　おなかの　中
なか

の　赤
あか

ちゃんを　病
びょういん

院で　見
み

て　もらうときに　使
つか

います。お金
かね

が　少
すこ

し　安
やす

くなります）も　もらいます。

※外
がいこくご

国語の　母
ぼしけんこうてちょう

子健康手帳も　あります。

　役
やくしょ

所に　聞
き

いて　ください。

日
にほん

本に　住
す

む　高
こうこうせい

校生までの　子
こ

どもを　助
たす

けるため、「児
じどうてあて

童手当」

（お金
かね

）という　仕
しくみ

組みが　あります。
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「産婦人科」と「小児科」の多言語医療問診票が
ダウンロードできます。

妊娠から子育てについて10言語とやさしい日本語
で相談ができます。

You can download  multilingual medical questionnaires for  “Obstetrics 
and Gynecology” and “Pediatrics”.

You can consult in 10 languages and Easy Japanese about anything from 
pregnancy to child-rearing.

2025年5月の情報です。46 47



A B C

Three Important Procedures 
for a Newborn Child of a Foreign National Family Living in Japan

Submission of Notification of Birth Acquisition of status of residence 
in Japan

Registration with the Home Country

Three Important Procedures 
for a Newborn Child of 
a Family with Foreign 
Nationality Living in Japan

Tatlong mga mahahalagang 
proseso kapag ang isang 
sanggol ay ipinanganak sa 
isang dayuhang pamilya na 
naninirahan sa Japan

居住在日本的外国国籍家庭中
新生儿出生时重要的3项手续

Tres procedimientos importantes 
cuando nace un bebé en una 
familia extranjera que vive 
en Japón

Português

Español Tiếng Việt

3 loại thủ tục quan trọng khi 
có trẻ sinh ra trong gia đình
 quốc tịch nước ngoài sinh
 sống tại Nhật

जापानमा बस्ने विदेशी नागरिकको परिवारमा
बच्चाको जन्म हुँदा गर्नुपरन्े
3 वटा महत्वपूर्ण प्रक्रियाहरू

नेपाली

3 ขั้นตอนทำเรื่องที่สำคญั
เมื่อมีบุตรเกิดในครอบครวั
ชาวต่างชาติท่ีอาศัย
ในประเทศญี่ปุ่น

ภาษาไทย

 3

Bahasa Indonesia

3 Prosedur Penting yang 
Perlu Dilakukan bagi Keluarga 
Warga Asing yang Tinggal 
di Jepang Mengalami 
Kelahiran Bayi di Jepang

 When both parents are foreign citizens-> Complete procedures A, B, and C.
 When one of the parents is a Japanese citizen-> The child is entitled to Japanese citizen. 

When the child is to obtain Japanese citizenship only, please complete procedure A. 
When the child will obtain another citizenship together with Japanese citizenship,
please complete procedures A and C .

→
→

For further information please visit the website.


